
介護施設等の消毒・洗浄経費支援事業補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条、老人福祉法（昭和３８年法律第

１３３号）第２０条の４並びに第２０条の６及び高齢者の居住の安定確保に関する法律

（平成１３年法律第２６号）第５条に基づく介護施設等に対し、予算の範囲内において

補助金を交付することについて、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

（昭和３０年政令第２５５号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年厚生

労働省令第６号）及び補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１

５号。以下「規則」という。）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「介護施設等」とは、埼玉県内に所在する別表１に掲げる施設

をいう。 

 

（交付の目的） 

第３条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症患者が発生した介護施設等が、建物や

設備の消毒を事業者に依頼する際の経費を補助することにより、新型コロナウイルスの

感染拡大を防止することを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第４条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症患者が発生した介護施設等が、建物や

設備の消毒・洗浄を事業者に依頼する際の経費（施行日以前に役務の提供及び対価の支

払が完了しているものも含む。）を交付の対象とする。 

  ただし、他の補助制度により現に当該経費の一部が負担、又は補助されている場合は

補助の対象としない。 

 

（交付額の算定方法）  

第５条 この補助金の交付額は、次に掲げる基準により算出された金額のうち、少ない金

額のものを選定する。ただし、算出された金額に１，０００円未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てるものとする。 

 (1)延床面積（㎡）に８００を乗じた額 

 (2)建物や設備の消毒等の経費の実支出額 

 

（補助金の概算払） 

第６条 この補助金は、知事が必要があると認める場合においては、交付決定額の範囲内

において概算払をすることができる。 

 



（申請手続） 

第７条 規則第４条の補助金の交付の申請は、別紙様式第１号による申請書に関係書類を

添えて、知事に提出して行うものとする。 

２ 規則第４条第２項第２号及び第３号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

（変更申請手続） 

第８条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請

等を行う場合には、別紙様式第２号の変更承認申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の通知） 

第９条 規則第７条による交付決定通知書の様式は、別紙様式第３号のとおりとする。 

 

（実績報告） 

第10条 規則第１３条による補助金の事業実績報告は、別紙様式第４号による事業実績報

告書に関係書類を添えて知事に提出して行うものとする。 

２ 実績報告書の提出は、補助事業を完了した日から起算して３０日を経過した日（事業

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から３０日を経過

した日）又は３月３１日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第11条 規則第１４条による額の確定に係る通知書の様式は、別紙様式第５号とする。 

 

（書類の整備等） 

第12条 補助事業者等は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌 

 会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第13条 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補

助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について県に返還するこ

とを命ずる。 

 

（仕入控除税額の報告等） 

第14条 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合も含む。）

は、様式第６号により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月

３０日までに知事に報告しなければならない。 

  なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び



地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告

を行うこと。 

  また、知事に報告があった結果、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場

合には、当該仕入控除税額を知事に納付しなければならない。 

 

（その他） 

第15条 特別の事情により、この要綱による手続によることができない場合には、あらか

じめ知事の承認を受けて、その定めるところによるものとする。 

 

 

附則 

この要綱は、令和２年６月１９日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

施設種別等 

（各介護予防サービスを含む。） 

基準額 単位 対象経費 

特別養護老人ホーム 

(1) 延床面積（㎡）に８００を乗じ

た額と(2)建物や設備の消毒等の経

費の実支出額とを比較して、少ない

方の金額 

施設・事業

所 

介護施設等の

消毒・洗浄に係

る専門業者へ

の委託経費 

介護老人保健施設 

介護医療院、介護療養型医療施設 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

認知症高齢者グループホーム 

小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

老人福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２９

条第１項に規定される有料老人ホーム 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成

１３年法律第２６号）第５条第１項の登録を

受けたサービス付き高齢者向け住宅 

訪問介護事業所 

訪問入浴介護事業所 

訪問看護事業所 

訪問リハビリテーション事業所 

夜間対応型訪問介護事業所 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、

認知症対応型通所介護事業所 

通所リハビリテーション事業所 

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護

事業所 

居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 

福祉用具貸与・販売事業所 

介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービ

ス・介護予防ケアマネジメント）を実施する事

業所 

生活支援ハウス 

居宅療養管理指導事業所 

 


